
情報通信審議会 情報通信技術分科会（第５５回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

   平成 19 年 12 月 20 日(水) 13 時 00 分～14 時 5 分 

 於、第１特別会議室 

第２ 出席した委員等（敬称略） 

（1） 委員 

土居 範久（分科会長）、青木 節子、荒川 薫、伊東 晋、大山 永昭、 

後藤 滋樹、酒井 善則、清水 英一、関根 千佳、髙畑 文雄、土井 美和子、

徳田 英幸、根元 義章、御手洗 顕、村上 輝康 

（以上１５名） 

（2） 専門委員 

森川 博之（東京大学 国際・産学共同研究センター 教授） 

第３ 出席した関係職員 

(1) 情報通信政策局 

松本 正夫（技術総括審議官）、児玉 俊介（技術政策課長）、田中 宏（通信規格

課長）、杉野 勲（通信規格課企画官） 

 

(2) 総合通信基盤局 

寺﨑 明（総合通信基盤局長）、田中 栄一（電波部長）、安藤 友裕（総合通信基

盤局総務課課長）、富永 昌彦（電波政策課長）、森 孝（移動通信課企画官）、横山 

隆裕（国際周波数政策室長） 

 

(3) 事務局 

渡邉 秀行（情報通信政策局総務課課長補佐） 

第４ 議題 

(1)答申事項 

「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件について」に関する一部答申【平

成１４年９月３０日付 情報通信技術分科会諮問第２００９号】 

 

 

－1－  



(2)報告事項 

①「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「２ＧＨｚ帯におけるＴＤＤ方式を活用

した移動通信システムの技術的条件」について【平成７年７月２４日付 電気通信技

術審議会諮問第８１号（検討開始）】 

②国際電気通信連合（ＩＴＵ）２００７年無線通信総会（ＲＡ－０７）の結果について 

③国際電気通信連合（ＩＴＵ）２００７年世界無線通信会議（ＷＲＣ－０７）の結果に

ついて 
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開  会 

 

○土居分科会長  それでは、ただいまから情報通信審議会第５５回情報通信技術分科会

を始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  本日は委員１６名中１５名が出席されておりますので、定足数を満たしております。

また、審議事項の説明のために東京大学の森川専門委員にご出席いただいております。

どうぞよろしくお願いいたします。 

  それから、いつものことではございますが、本日の会議の模様はインターネットによ

り中継しておりますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めさせていただきたいと思いま

す。本日の議題は、答申事項１件、報告事項３件でございます。 

  初めに、答申事項より審議させていただきたいと思います。 

 

議  題 

 

  （１）「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件について」に関する一部答

申【平成 14 年９月 30 日付け 情報通信技術分科会諮問第 2009 号】 

 

○土居分科会長  この件は、平成１４年９月３０日付、情報通信技術分科会諮問第２０

０９号「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件について」をもって諮問さ

れた事案のうち、９５０ＭＨｚ帯アクティブ系小電力無線システムの技術的条件と、移

動体識別システム（ＵＨＦ帯電子タグシステム）の技術的条件のうち９５０ＭＨｚ帯パ

ッシブタグシステムの高度化に必要な技術的条件に関する答申について、小電力無線シ

ステム委員会の主査でございます森川専門委員からご説明をお願いいたしたいと思いま

す。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○森川専門委員  それでは、ただいまご紹介いただきました小電力無線システム委員会

のお手伝いをさせていただいております森川でございます。 

 資料５５－１－１に沿ってご説明申し上げます。１－２が小電力無線システム委員会

－3－  



の報告書になってございます。 

 １－１でございますけれども、先ほど分科会長からお話がありましたとおり、９５０

ＭＨｚ帯のアクティブ系小電力無線システムの技術的条件と、パッシブタグシステムの

高度化に必要な技術的条件の検討を、小電力無線システム委員会で行ってまいりました。 

皆様もご存じのとおり、９５０ＭＨｚ帯の電波を使用する電子タグシステムにつきま

しては、既にパッシブタグシステムの制度化は行われております。今回、それに加えま

して、アクティブ系の新しいシステムの導入について検討を行った次第でございます。 

 それとともに、既に制度化されておりますパッシブタグシステムにつきましても、需

要がかなり増えてきておりますので、高度化を行ったという趣旨でございます。 

 それでは、ページをおめくりいただけますでしょうか。こちらのスライドが、電子タ

グシステムに係る制度化のこれまでの状況でございます。パッシブとアクティブに分か

れますけれども、パッシブタグシステムにつきましては１３５ＫＨｚ以下、１３.５６Ｍ

Ｈｚ帯、９５０ＭＨｚ帯、２.４５ＧＨｚ帯で制度化がされております。アクティブタグ

システムにつきましては現在、４３３ＭＨｚ帯におきまして、国際物流用途に限定して

制度化がされているところでございます。あとは、アクティブ系といたしまして、一番

下の２.４５ＧＨｚ帯のところにもございますけれども、そこで活用されている事例もご

ざいます。 

 それで今回、検討の対象といたしました９５０ＭＨｚ帯におきましては、高出力型と

低出力型のパッシブタグシステムが既に利用されております。そのうち高出力型は、空

中線電力が１Ｗ以下の構内無線局の登録制度の対象になっておりまして、逆に低出力型

につきましては、空中線電力１０ｍＷ以下の免許不要の特定小電力無線局となってござ

います。今回は、この帯域において、アクティブ系システムを新たに導入し、それとと

もに、アクティブ系システムとパッシブタグシステムとの共用を図るための技術的条件

につきまして検討を行った次第でございます。 

 それでは、１枚おめくりいただけますでしょうか。こちらのスライドは、アクティブ

タグとパッシブタグの違いを簡単にご説明したスライドでございます。 

 アクティブタグは、皆様ご存じかと思いますけれども、自発的に電波を発射すること

ができる電子タグです。いわゆるバッテリー等、電波を発射するためのエネルギー源を

内蔵しているものを、アクティブタグとここでは呼んでおります。バッテリーを有して

いるために、長い通信距離を確保することが可能であったり、あるいはセンサー等と連
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携して、複雑で高機能な機能を果たすことができるといったメリットがございます。 

 一方、右側のパッシブタグでございますけれども、これはいわゆるパッシブ、相手か

ら来た電磁波によってエネルギーを供給して送り返すというものでございますので、受

け身のシステムでございまして、バッテリーは持ってございません。そのような違いが

あるのがアクティブとパッシブでございます。 

 それでは、ページをおめくりいただけますでしょうか。こちらのスライドは、今まで

ＵＨＦ帯を用いた電子タグシステムの技術基準等の策定の経緯を示したものでございま

す。 

 一番上側になりますけれども、９５０ＭＨｚ帯の電波を用いた電子タグシステムにお

きましては、平成１６年７月から検討を開始いたしまして、１７年４月に、まずは高出

力型について、パッシブタグシステムの制度化がなされました。 

 その後、昨年１月に、同じく９５０ＭＨｚ帯を使用する低出力型のパッシブタグシス

テムが新たに導入されました。その際に、高出力型と低出力型が干渉を起こさないよう

に、キャリアセンスを義務づけることとし、高出力型に関しましては登録制に移行する

ことになりました。 

 それとともに、お手元のスライドの右側にございますけれども、アクティブタグシス

テムにつきましては、４３３ＭＨｚ帯を用いたアクティブタグシステムが、昨年１２月

から国際物流用途に限定して制度化されております。 

 このような流れの中で、ＵＨＦ帯のパッシブタグシステムの更なる高度化と、アクテ

ィブ系小電力無線システムを新たに導入する、この２つに関して今回、小電力無線シス

テム委員会で検討をいたしました。 

 それでは、スライドをおめくりいただきまして、９５０ＭＨｚ帯のアクティブ系から

ご説明申し上げたいと思います。５ページでございますけれども、こちらが９５０ＭＨ

ｚ帯のアクティブ系小電力無線システムの概要でございます。 

 アクティブ系小電力無線システムは、大きく分類いたしまして、アクティブタグシス

テムと短距離無線通信システムの２つの用途が考えられております。アクティブタグシ

ステムは、いわゆる移動帯識別のシステムであり、質問器と応答器との間で通信を行う

ものです。それに対して、短距離無線通信システムは、いわゆるＺｉｇＢｅｅのような

ものを想定していただければ構わないかと思いますけれども、マルチホップで通信を行

いまして、ある程度、面的に広がりを持ったネットワークを構築することが可能なもの
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でございます。 

 今回は、この２つの用途をそれぞれ包含できるような技術的条件に関して検討を行い

ました。新しく検討した９５０ＭＨｚ帯のアクティブ系小電力無線システムの特徴とし

ては、今ある２.４ＧＨｚ帯と比較して、電波の回り込み特性が非常に優れておりますの

で、通信距離を今まで以上に長く延ばすことができるとともに、９５０ＭＨｚ帯に限定

して使用されますので、干渉も少なく、信頼性が非常に高いシステムが実現できる、そ

ういった特徴がまず１点目としてございます。 

 それとともに、今ある４００ＭＨｚ帯と比較しても、占有周波数の周波数帯域幅が多

くとれるために、今まで以上に高速な伝送容量を確保することができるというものでご

ざいます。 

 その下には、欧州及び米国についての動向が簡単に記されておりますけれども、欧州、

米国におきましては、既にこのような短距離無線通信システムが８００／９００ＭＨｚ

帯で規格化されておりまして、一般的にはＺｉｇＢｅｅみたいなものが代表的なものと

して挙げられるかと思います。 

 このような状況を踏まえまして、小電力無線システム委員会といたしましては、この

９５０ＭＨｚ帯を使用した短距離無線通信システムの実用化が期待されており、それに

向けて技術的な条件の検討を行ったという次第でございます。 

 それでは、１枚おめくりいただけますでしょうか。アクティブタグシステムの利用シ

ーンでございます。大きく分けまして、このスライドには、児童登下校サポート、危険

地区進入管理、あるいは固定資産管理、高額商品管理、そういったシナリオが記されて

おります。 

 一番左上の児童登下校サポートに関しましては、いわゆる子供の見守りシステムとし

て、ランドセル等にアクティブタグをつけまして、例えば校門を通ったらお母さんに電

子メールが届くと、そういった使われ方を想定しております。 

 続きまして、右上の危険地区進入管理でございますけれども、これは工事現場等危険

区域にリーダ／ライタ等を設置いたしまして、アクティブタグを持った人、あるいは物

がエリアに進入したことを把握するという使い方でございます。 

 下側に関しましては、いわゆる物につけるものでございまして、固定資産の棚卸しの

支援、高額商品管理、あるいは物が動いたときに振動を検知して通知するシステム、そ

のような使われ方が想定されております。 
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 それでは、ページをおめくりいただきまして、こちらは今のアクティブタグシステム

を少し高度化した、いわゆる短距離無線通信システムの利用シーンでございます。こち

らには、ホーム／オフィスの施設制御、ホームセキュリティ、メーター自動検針等のポ

ンチ図が記されております。ホーム／オフィスの施設制御といたしましては、建物内の

空調システムや照明システムの高度化、それに向けまして、温度センサーとか、例えば

空調・風量・風向制御機、あるいは照明・明るさ制御機等を用いまして、その状況に応

じて温度調節とか運用、休止等を行うシステムが想定されております。 

 セキュリティに関しましては、家に設置いたしました火災報知センサーや侵入検知セ

ンサーでネットワークを構成いたしまして、異常を検知したときに通報を行うようなシ

ステムを想定しています。 

 さらには、メーター自動検針として。集合住宅の水道やガス等の電気メーター等に取

りつけられた通信システムが検針した情報を、センターにリモート通知するというよう

なアプリケーションが考えられております。 

 ページをおめくりいただけますでしょうか。このような利用シーンをサポートするこ

とができる小電力無線システムの技術的条件に関して議論を行ってまいりましたので、

このスライドに基づきましてご報告させていただきます。 

 今までお話させていただきましたように、技術的条件といたしましては、アクティブ

タグ系と短距離無線通信システム系の両方がございますので、その両方を包含するよう

な技術的条件を検討しております。その際、技術的条件の一番の重要な部分となります

のは、他のシステムへの干渉、あるいは同システム間での干渉でございますので、その

干渉につきまして、チャネル配置と混信防止機能の２つの観点から検討を行いました。 

 チャネル配置については、アクティブ系のシステムは、消費電力を非常に少なくする

ために、空中線電力が１ｍＷと低いシステムが一般的には多くなろうと考えております

ので、まず初めに空中線電力１ｍＷの検討を行いました。この場合は、隣接する周波数

帯を使用しているものとして、携帯電話や放送用の中継局等がございますので、ガード

バンドの検討を行い、そのガードバンドを除いたすべての割当可能な帯域が使用可能で

あるという結論に到りました。すなわち９５０.８～９５５.８ＭＨｚまで利用すること

ができるのではないかという結論が出ております。 

 それとともに、一方、空中線電力が１０ｍＷの場合、大きな出力で送信するようなア

クティブ系のシステムを考えておりますが、これは、いわゆる工場等の大型機械装置等
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が存在するような場所において使われることを想定しております。空中線電力１０ｍＷ

は送信電力が大きいので、今まである高出力型のパッシブタグシステムと重ならないよ

うな周波数帯域、具体的には９５４～９５５ＭＨｚが適当なのではないかという議論を

行ってまいりました。 

 詳細につきましては、参考資料の２１枚目をご覧いただければと思います。アクティ

ブ系のシステムの周波数のスペクトラムは、下側に書いてございますとおり、小電力の

１ｍＷに関しましては９５０.８～９５５.８ＭＨｚ、１０ｍＷに関しては９５４～９５

５ＭＨｚです。この９５４～９５５ＭＨｚにつきましては、今あるパッシブタグシステ

ム、橙色のところでございますけれども、高出力型のシステムと重ならないような周波

数配置にしてございます。 

 それでは、８枚目にお戻りいただきまして、混信防止機能でございます。こちらにつ

きましても、今、９５０ＭＨｚ帯は既にパッシブタグシステムが運用されておりますの

で、そことの共用を図るために、キャリアセンスを義務づける方向で検討を行ってまい

りました。ただし、空中線電力が１ｍＷ以下の送信電力が非常に小さいシナリオでは、

キャリアセンスをしてしまいますと遅延が非常に大きくなってしまう等の問題がござい

ますので、送信電力が小さい場合はキャリアセンスを短くする、あるいはキャリアセン

スをなくす、そのかわり、送信時間も短くしてほしい、あるいはデューティサイクルも

小さくしてほしいという条件を加味して、キャリアセンスに対する制約を少し緩和する

ような方向で議論を行ってまいりました。 

 それでは、続きましてパッシブタグの説明をさせていただければと思います。１０枚

目になります。こちらのスライドは、パッシブタグシステムの利用例でございまして、

それぞれ高出力型と低出力型の２つがございます。高出力型は、工場等でパレットやケ

ースに取りつけられるようなパッシブタグを一括で読み取る、そのような業務用のアプ

リケーションで使用されているものでございます。 

 この高出力型を平成１７年に導入したわけでございますけれども、その際には、免許

が必要な構内無線局といたしました。その後、平成１８年に、低出力型のパッシブタグ

システムが導入された際に、共用のためにキャリアセンスが義務づけられました関係上、

この高出力型に関しましては、今現在登録局として導入されております。 

 それに対しまして、右側の低出力型でございますが、こちらは単数あるいは少数のパ

ッシブタグを個別にハンドリーダで読み取るような使い方を想定しておりまして、特定
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小電力無線局という扱いで、今現在免許は不要として使われているものでございます。 

 それでは、ページをおめくりいただけますでしょうか。こちらのスライドでは、今使

われている９５０ＭＨｚ帯のパッシブタグシステムにおける課題を示したものでござい

ます。結論から申し上げますと、パッシブタグのリーダ／ライタを高密度に設置してし

まうと、お互い干渉してしまって、ベルトコンベア等でのリアルタイム性が失われてし

まう、そういったところが問題となっております。 

 図１がゲートモデルでございまして、図２がコンベアモデルでございますけれども、

リーダ／ライタがたくさんあると、お互いが相互干渉を起こしてしまいますので、応答

することができません。そこが今、問題点として把握されているところでございますの

で、これを何とかしようというのが、この小電力無線システム委員会の２つ目の議題に

なっております。 

 それでは、ページをおめくりいただきまして、１２枚目でございますが、こちらが、

そのようなリアルタイム性を満足するようにするためにはどうすればいいのかというこ

とを検討させていただいた際の、技術的条件案のポイントでございます。 

 現行の規定では、リーダ／ライタからの送信帯域とパッシブタグからの反射帯域が同

一であるような方式を想定してございます。これをベースバンド方式と呼びます。その

ため、パッシブタグシステム間で共用を図るために、その設定しているチャネルすべて

でキャリアセンスを義務づけているところでございます。 

 しかしながら、このキャリアセンスによりまして、高密度にリーダが設置されるよう

な環境では、リアルタイム性が失われてしまうということでございますので、今回の改

正では、リーダ／ライタからの送信帯域と、パッシブタグからの反射帯域とを分離する

方式、これは一般にはミラーサブキャリア方式と呼ばれますが、それを活用することに

よって、高密度なシステム配置を可能とするための規定を整備すること、それが今回の

目的でございます。 

 具体的には、キャリアセンスが問題でございますので、キャリアセンスを必要としな

いチャネルを２つ設けることにいたします。この２つのチャネルを、ミラーサブキャリ

ア方式を用いたパッシブタグシステムで繰り返し利用することによりまして、混信する

ことなく、高密度に配置することができるというものでございます。 

 それとともに、お手元のスライドの（２）になりますけれども、今、既に使われてお

ります低出力型パッシブタグシステムにつきましても、今回の検討に合わせまして、最
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大３チャネルを同時に利用することを可能とするように、規定を修正しております。こ

れは、具体的には通信の高速化がニーズとして出てきておりますので、このニーズに対

応するために、３つまでのチャネルを同時に利用するように、技術的条件案を取りまと

めてございます。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、１３枚目でございますけれども、こちらは、

最終的に小電力無線システム委員会で検討させていただきましたアクティブ系システム

とパッシブタグシステム、それを表として取りまとめたものでございます。今回、検討

を行った部分が赤字として記しているところでございます。 

 それ以降の１４枚目以降は、技術的条件案の詳細についての説明資料になってござい

ますが、こちらに関しましては、若干、内容が細かくなりますので、今回はご説明を省

略させていただきたいと思います。 

 以上でございます。ご審議のほどをお願い申し上げます。 

○土居分科会長  はい、どうもありがとうございました。 

  それでは、ただいまのご説明につきましてご質問、あるいはご意見ございませんでし

ょうか。いかがでしょうか。どうぞ。 

○根元委員  最後のところで、チャネルの最大を３とされて検討されているのですが、

３で十分だというバックグラウンドを教えてください。 

○森移動通信課企画官  小電力無線システム委員会の事務局をしております、移動通信

課の森と申します。ご審議の中で様々ご意見がございまして、やはり低出力のパッシブ

タグシステムは、配送のライン等で一度に読み取るということで、現実の読み取りの状

況を考えますと、送信ビットレートとして１６０ｋｂｐｓ程度を確保できればいいとい

うのが専門家の方々の共通のご認識でございます。それを確保できるようにするために、

３つまとめれば十分ということで、今回３つとなったものでございます。 

○土居分科会長  よろしいでしょうか。他には。はい、どうぞ。 

○徳田委員  先ほどの表のところで結構なのですけれども、アクティブ系のシステムの

短距離無線通信システムの場合で、森川先生のところでつくっている、センサーネット

系のものを、同じ周波数帯域を使ってやろうという場合に、キャリアセンス時間や送信

時間のように制約があるのですけども、センサーとして使いたい人たちに対しても十分

なのでしょうか。それともかなり厳しい形なのでしょうか。 

○森川専門委員  それほど厳しくないと思います。こういった技術基準が出てくると、
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うれしい方向性ではないかと思っております。 

○土居分科会長  よろしいですか。他にはいかがでしょうか。はい。 

○高畑委員  電子タグシステム全体に関してですが、このようなシステムの技術基準は、

日本独自のものなのでしょうか。それとも世界的な標準のものなのでしょうか。世界的

に使えるものなのか、日本国内でしか使えないのか、また国際標準化に関して、世界的

な動きがあるかどうか、その辺をちょっと教えていただきたい。 

○森川専門委員  少なくとも僕が理解している限りでは、世界的にも同期はとれている

と思いますが、一部、同期がとれていないところがあるかもしれませんので、そこはち

ょっと補足いただけますか。 

○森移動通信課企画官  事務局からお答えをさせていただきますと、例えば今回の９５

０ＭＨｚ帯のアクティブシステムでございますけれども、世界的な動きとして、ＩＥＥ

Ｅ８０２.１５.４として、ＺｉｇＢｅｅ等を含むような小電力のシステムがございます

けども、それが使えるようにということで、例えばキャリアセンスの時間等そういうこ

とも合わせた形で技術基準をセットしております。 

 今回のご審議の中では、他にも使えるようにということで、この９５０ＭＨｚ帯につ

いてはもう少し幅広く柔軟性を持たせるような形となっております。 

 それから９５０ＭＨｚ帯のパッシブタグシステムでございますけれども、これについ

ても、ＩＳＯでパッシブタグシステムの基準が決まっておりまして、その中で議論され

ておりましたシステムが使えるように、それを含むような形の技術基準ということで、

国際的に合う、他にも使えるようにというお考えでご審議をいただいたところでござい

ます。 

○高畑委員  ということは、今回のシステムに関しては、近年の物流では世界的に物が

動くと思いますが、色々な国で同じ情報を共有できると考えてよろしいですね。ありが

とうございます。 

○土居分科会長  はい、どうぞ、御手洗委員。 

○御手洗委員  ミラー方式で周波数をずらすのですけど、この資料によると６００何ｋ

までずらすことが可能と書いてありますが、２００ｋＨｚ間隔でやっていて、実際問題

としてはどの程度ずらすのかとか、それは本当に妨害波にならないのかとか、どのよう

な感じになるのでしょうか。 

○森川専門委員  こちらに関しましては、２つのチャネルを専用に設けます。これはや
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はりどこでも使われてしまいますと妨害波と言われてしまいますので、ここは技術的基

準を決める場なのですけれども、その先に、免許制か免許不要にするかということにつ

いて、ミラーサブキャリアに関しましては免許制ということで、特定の限られたエリア

できちんと使ってもらえるという想定をしております。 

○御手洗委員  あらかじめ決められた場所でですか。周波数もですか。 

○森川専門委員  あらかじめ決めた場所で、周波数も決めます。 

○土居分科会長  よろしいでしょうか。どうぞ。 

○村上委員  直接この周波数に関係ないのですけれど、アクティブになってきますと、

電池が、性能という面でも環境負荷という面でも非常に重要な問題になってこようかと

思います。こういう規格が議論されるときに、電池のサイドについては何か特段の配慮

は行われているのでしょうかということと、これはここでお聞きするテーマではないか

もしれませんけれども、この電池についての研究開発といいますか、電池の寿命を延ば

したり、消費の効率を上げるというようなところでの研究開発は同じようなペースで行

われているのでしょうかという２つを教えていただければ。 

○森川専門委員  まず１点目でございますけれども、電池に関しましては、この技術的

条件とは独立になりますので、ここでは検討に当たっては考慮していません。 

 ２つ目の、電池の研究開発でございますけども、これは、少しずつ盛り上がってきて

おります。今までは、電池のことを考えずに作っておりました。しかし、やはり電池問

題だというのがだんだんわかってきていますので、具体的にはＺｉｇＢｅｅ等でも、今

は標準化をしっかり決めるというフェーズではございますが、やはり一部の人たちは、

電池のことをしっかり考えないといけないということを強く主張し始めている、という

状況かと思います。 

○村上委員  ありがとうございます。 

○土居分科会長  よろしいでしょうか。どうぞ。 

○土井委員  先ほどの１３ページ目の資料のところで、アクティブ系のシステムの場合

は、キャリアセンスがない場合もあるのですけど、その場合でも停止時間は１００ｍｓ

以上になるのでしょうか。 

○森川専門委員  はい、キャリアセンスがない場合は、デューティサイクルを０.１％に

します。送信ほとんどさせないということで、そこでバランスをとっているということ

です。 
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○土居分科会長  他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは他にご質問、ご意見等がございませんようでしたら、本件は答申案のとおり

答申いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○土居分科会長  はい、ありがとうございました。それでは、案のとおり答申すること

とさせていただきたいと思います。 

  それでは、本日の答申に対しまして、総務省から今後の行政上の措置についてご説明

を伺えるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○寺﨑総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の寺﨑と申します。 

  本日は、９５０ＭＨｚ帯のアクティブ系小電力無線システムと、パッシブタグの高度

化の関係のご答申をいただきまして、ありがとうございました。 

 この９５０ＭＨｚ帯というのは非常に使い勝手のいい周波数帯でございまして、そう

いう使い勝手のいい周波数帯の電子タグ、特にアクティブ系について道がこれから開か

れるということ、それからさらに９５０ＭＨｚ帯のパッシブについてもより改良が進め

られるということで、私ども総務省といたしましては、新しい社会として、ユビキタス

ネットワークの構築と実現といったことを、大きな政策課題としてやらせていただいて

おりますけれども、本日のご答申におけるこのような電子タグの導入というものが、ユ

ビキタスネットワーク社会の実現に向けて、大きな一歩になるのではなかろうかと思っ

ております。 

 具体的に総務省といたしましては、本日いただきましたご答申を受けまして、速やか

に電波監理審議会に総務省令の改正案を諮問させていただきまして、制度整備を進めた

いと考えております。 

 本日はたいへんありがとうございました。また今後ともよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

○土居分科会長  どうもありがとうございました。 

 

 

（２）①「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「２ＧＨｚ帯におけるＴＤＤ方

式を活用した移動通信システムの技術的条件」について 

【平成７年７月２４日付 電気通信技術審議会諮問第８１号（検討開始）】 
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○土居分科会長  それでは、次に報告事項に移らせていただきたいと思います。 

平成７年７月２４日付、電気通信技術審議会諮問第８１号「携帯電話等の周波数有効

利用方策」のうち「２ＧＨｚ帯におけるＴＤＤ方式を活用した移動通信システムの技術

的条件」について、携帯電話等周波数有効利用方策委員会が検討を開始する旨ご報告い

ただきます。 

 それでは、委員会事務局からご説明をお願いいたします。 

○森移動通信課企画官  それでは、資料５５－２に基づきましてご説明いたします。 

まず背景でございますけれども、「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち、「２Ｇ

Ｈｚ帯におけるＴＤＤ方式を活用した移動通信システムの技術的条件」について、今回、

審議の開始をするということで、ご報告いたします。 

 我が国の携帯電話、ＰＨＳは、先月末で１億４８２万加入で、非常に普及が進んでご

ざいまして、国民生活に非常に密着したシステムでございます。近年の社会・経済活動

の多様化・高度化に伴いまして、通信分野の急速な発展等も伴いまして、より高速・大

容量の利便性の高い移動通信システムの導入に対して、期待が寄せられているところで

ございます。 

 また、２ＧＨｚ帯のいわゆるＴＤＤバンドでございますけれども、これを利用する計

画がございましたアイピーモバイル株式会社が、本年１０月３０日に特定基地局の開設

計画の認定の返上申出をし、総務省といたしましては、本年１２月１２日に電波監理審

議会からの答申に基づきまして、同日、この認定の取り消しを行ったところでございま

す。 

 このような背景を踏まえまして、国内外の技術の進展や周波数の一層の有効利用等も

考慮いたしまして、今後の２ＧＨｚ帯のＴＤＤ方式を活用した移動通信システムの技術

的条件を検討いただきたいと考えているところでございます。 

 審議体制でございますが、これは既存の携帯電話等周波数有効利用方策委員会におい

てご審議いただくことを予定してございます。 

 同委員会では、システムの要求条件等を精査して、システムモデル等を設定し、その

後、共用条件等を検討いたしまして、最終的なシステムの技術的条件をご検討いただく

ことを予定してございます。 

 希望といたしましては、来年５月ごろをめどに、ご答申がいただければ幸いと考えて
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ございます。 

 以上、概要でございます。 

○土居分科会長  どうもありがとうございました。 

  ただいまのご説明につきまして、ご質問、あるいはご意見ございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

 

②国際電気通信連合（ＩＴＵ）２００７年無線通信総会（ＲＡ－０７）の結果に

ついて 

 

○土居分科会長  それでは次の案件に移らせていただきたいと思います。国際電気通信

連合（ＩＴＵ）２００７年無線通信総会（ＲＡ－０７）の結果につきまして、総務省か

らご報告をお願いいたします。よろしくどうぞ。 

○松本技術総括審議官  技術総括審議官の松本でございます。ＩＴＵの無線通信総会の

２００７年の総会についてご報告いたします。 

 国際電気通信連合の２００７年無線通信総会が、１０月１５日から１９日の１週間、

ジュネーブで開かれました。９７カ国から５１９名の参加があり、日本からは３０名の

代表が出席いたしております。 

 今回のＲＡでは、幾つかの大きな決定がなされたわけでございますが、まずその研究

体制の再編成を行うということで、後ほどご説明しますが、大幅な見直しが行われてお

ります。また、併せましてその議長、副議長の指名が行われました。 

 それから、研究グループで議論されておりました勧告案のうち、各グループ内で結論

が出なかったものについて、この総会で一定の結論を出すということで議論が行われま

した。 

 それから、新しい会期における新たな研究課題をどうするか、これが大きな検討課題

でございます。 

 まず第１点目の研究体制の再編成でございますが、皆様ご存じのとおり、左側が現在

の体制でございます。ＳＧ１からＳＧ９、途中抜けている番号ございますが、７つのＳ

Ｇがございます。昨今、特に移動系と固定系のどちらともつかないようなシステムが出
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てきておりまして、ＳＧを移動系と固定系で分けておりますと、なかなか周波数の有効

利用等の面で十分な議論ができないということで、固定、移動を１つのグループに、地

上系を１つのグループにしたらどうかという議論がございました。あわせて、再編とい

うことで、衛星系を１つにまとめたらどうかという議論が行われました。 

 そこで今回、右側の図にございますように、ＳＧ４とＳＧ５という２つのＳＧが作ら

れました。一部ＳＧ６の放送業務の中から、衛星関係をＳＧ４に移しておりますが、ス

タジオ規格等についてはそのままＳＧ６に残しておりまして、衛星の周波数の地上との

共用の問題、あるいは他の衛星業務との共用の問題等をこのＳＧ４の衛星業務の中で扱

うということになっております。 

 今回は、これにあわせて、議長、副議長の交代が行われておりますが、５ページに参

考資料がついてございます。今回こういう形で、新たな議長、副議長が指名されており

ます。再任の方もいらっしゃいますが、新たに着任された方といたしましては、橋本さ

んがＳＧ５の議長に指名されました。実はこのＳＧ５の議長は、今回の会議で最後まで

決まらず、セクレタリージェネラルのツゥーレ事務総局長が最終的に調整に乗り出しま

した。日本の橋本さんの他、ニュージーランドのＪａｍｉｅｓｏｎさんと、韓国のＷｅ

ｅさん、いずれの方もこれまでＩＴＵにたいへん貢献されてきた方で、誰が議長になっ

てもおかしくないという状況であり、かつ各国とも妥協しないというような状況でござ

いましたが、最終的には、橋本さんのこれまでのＩＴＵに対するたいへん大きな貢献と、

ワーキングパーティーの議長、副議長をずっとやっておられたということで、大勢はや

はり橋本さんではないかということで選ばれたのではないかと思います。 

 それから、放送につきましては、ドイツのＤｏｓｃｈという方が議長になられました

が、ＮＨＫの西田さんが新たに副議長に就任されております。 

 それから、衛星業務に阿部さんがおられますが、阿部さんは再任でございます。 

 ここで特徴的なのは、中国がＳＧ１、３、４、５、６と副議長を出しておりまして、

あまり貢献度のない方も出ているのですが、中国の代表と話しますと、こういうところ

にできるだけ人を送り込んで経験をさせたいと言っておりました。こういうのを見ます

と、日本もこれから少し考えなければいけないと思います。 

 それからもう一点は、ＳＧの議長のポストについては、やはり１国１人ということを

原則にすることが、今回はっきりいたしました。次回の見直しが４年後であり、橋本さ

んは多分２期８年ということでございますが、橋本さんの次の８年後の議長を日本とし
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てどうするか、よく戦略を考えていかないといけない、次の４年後には、橋本さんが議

長をされている状況で別の議長という訳にもいきませんので、８年先をどうするかとい

うことをよく考えなければいけないというのが、今回の学んだことのひとつでございま

す。 

 それから、３ページ目でございます。勧告案等の承認ということで、懸案になってい

たものが幾つかございまして、その結論が出たということでございます。 

 １つ目は、ＩＭＴ－２０００の無線インターフェースの１つにＷｉＭＡＸを追加する

ということでございます。中国、その他幾つかの国が強く反対していたものでございま

すが、最終的にこれに追加することになりました。ただし中国は、勧告の頭のところに、

中国は反対ということを書いてくれということで、そういう文章が残っております。 

それから、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、いわゆる第４世代ですね、これにつきましも

標準化プロセスが決定されたということで、今後は標準化のプロセスがスタートいたし

ます。 

 それからＰＬＣにつきましては、日本の技術基準からしてみますと、現実性のない厳

しい基準を勧告しようとしており、日本としてはこれを勧告化されないように努力して

きたのですが、ＳＧでもう一回検討するということになりました。 

 それから、超高精細画像の規格ということで、いわゆる４Ｋといわれるようなもので

ございますが、こういったものについての標準化を進めるということが決定されており

ます。 

 その他、防災、災害救助等のための無線通信に関する決議ができておりまして、こう

いった面についてもＩＴＵでさらに研究をやろうとか、あるいは災害が発生したときに

いろんな国に派遣された人が、すぐにその地域で無線通信が利用できるようにするため

に、あらかじめその地域で利用可能な周波数を登録しておこうというようなことを、今

後、ＩＴＵの中でやるということで、各国に協力が呼びかけられているところでござい

ます。 

 議論の内容は以上でございますが、日本のＩＴＵにおける活動は、これまでたいへん

評価されてきているかと思いますが、先ほど申し上げましたように中国、あるいは韓国

も、同じアジア地域の中でたいへん熱心に活動しておられますので、議長や副議長のポ

ストを今後とも確保していくというのは、アジア地域で２つも３つもというわけにいか

ないものですから、たいへん難しい状況になっていくのではないかというのが印象深か
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った会議でございました。 

 以上でございます。 

○土居分科会長  どうもありがとうございました。重要なところで、橋本さんが議長と

なられたというのはすばらしいことだと思います。 

ただいまのご報告につきまして、何かご質問、あるいはご意見等ございますでしょう

か。 

○村上委員  このＳＧ５で橋本さんが議長となられたということで、この分野での活動

の基盤ができたということで、たいへん喜ばしいことだと思いますけれど、これから議

長をとるということと、それを具体的な成果に変えていくというのは、おそらくもう少

し別の対応が必要で、標準化人材について抜本的なことを考えることが必要になってき

ているのではないかと思います。 

 ＩＣＴ国際競争力会議が動き始めていますけども、そこでは技術外交人材を充実すべ

きなのではないか、技術のバックグラウンドを持ちつつ、外交的なセンスもあるような

人材が必要であるという議論が行われ始めています。 

 この数年、この分野で韓国のビヘイビアが非常に際立っており、その勉強をしている

のですけども、調べてみましたら、この３年ぐらいで標準化エキスパートにあたるもの

を、毎年５０人ずつ増やすというようなことをやったり、そういう標準化人材の評価シ

ステムを変えるというようなことを、しっかりとやっているのですね。ですから、中国

もおそらくいろんなことをやり始めていると思いますけれども、韓国が活発になってき

ている背景には、その辺りの具体的なアクションがあるということのようでございます。 

 橋本さんがＳＧ５の議長になられたというのも１つのきっかけにして、この辺りの施

策の充実がさらに必要なのではないかと思います。 

○土居分科会長  ありがとうございました。極めて大事なことだと思います。 

他にはいかがでしょうか。 

○大山委員  日本の活躍されている方は、伝統的にＮＴＴ系、ＫＤＤ系、ＮＨＫ等とい

う、キャリアとか公的なところの方が比較的多いのですが、中国とか韓国はどういった

ところの人が多いのか、もしわかりましたら教えていただきたいのですが。 

○杉野通信規格課企画官  中国、韓国につきましては、主に国の系列の研究所の方、例

えば韓国であればＥＴＲＩであるとか、電波研の方が出ていらっしゃいます。それから

中国についてもＣＡＴＲ、信息産業部の下にある研究所の方が出ていらっしゃる。それ
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から、もちろん民間の企業のメーカーの方、例えばサムスンであるとか、中国であれば

Ｈｕａｗｅｉ、ＺＴＥといったメーカーの方が多く出ていらっしゃるような傾向がある

ように思います。 

○大山委員  今、私が申し上げましたのは、ＥＴＲＩが多いですね。 

○土居分科会長  中国、韓国は国家戦略ですから、いろんなところで押さえに出てこら

れているようです。やはり我が国も国家戦略として考えなければいけないという面は

多々あると思います。 

 他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、どうもありがとうござい

ました。 

 

 

 ③国際電気通信連合（ＩＴＵ）２００７年世界無線通信会議（ＷＲＣ

－０７）の結果について 

 

○土居分科会長  それでは、次の案件に移らせていただきたいと思います。国際電気通

信連合（ＩＴＵ）２００７年世界無線通信会議（ＷＲＣ－０７）の結果につきまして、

総務省よりご報告をお願いいたします。 

○田中電波部長  電波部長の田中でございます。５５－４に基づきましてご説明をさせ

ていただきます。 

 今、技術総括審議官から無線通信総会のご説明をさせていただきましたが、その後、

引き続いて４週間にわたりまして世界無線通信会議というものが、これは大体４年に１

回ぐらいのペースで開かれておる会議でございますけれども、開催されました。そこで、

国際的な周波数の分配について、各国間の調整を行うということで、最終的には無線通

信規則、ＲＲの変更という形で結実するものでございます。 

 我が国からは、総務省１３名の他、民間の方々、あるいは他省庁の方々含めまして約

８０名の代表団で臨んでまいりました。 

 主な議題の結果ということで、簡単にご説明させていただきたいと思います。２ペー

ジ目をご覧いただきますと、前回の当分科会でもご質問をいただきましたけれども、Ｉ

ＭＴ関係の将来の周波数確保というテーマでございます。我が国にとっては非常に重い

テーマであったと思っております。 
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 ここにつきましては、ここにございますように①から④の４２８ＭＨｚ幅で国際的に

共通のバンドを設定するというようなことで、最終的に取りまとめが行われております。

もちろん各国がそれぞれの国に応じて周波数を決めていくということになるわけでござ

います。 

 我が国としては、もともとこの①の３.４ＧＨｚから上の部分、ここでは具体的には３.

４～３.６ＧＨｚの２００ＭＨｚ幅と、③の６９８～８０６ＭＨｚの一部を望んでおりま

して、我が国が望んでいたところの周波数帯も国際的に共通バンドとして確保がなされ

たというものでございます。 

 特に①につきましては、第４世代の移動通信システム用の周波数帯ということを念頭

に活動してきておりまして、ここの周波数帯が確定いたしましたことによりまして、第

４世代の移動通信システムの実現の足場が築けたと評価いたしております。 

 また、この会議の結果を受けまして、これからＩＴＵにおきまして、第４世代の移動

通信システムの国際標準化活動というものが本格化していくという見込みでございます。 

 先ほどご報告がありましたように、それを議論いたしますＳＧ５で、橋本さんが議長

になられたということで、日本の標準というものについても、こういう場で積極的に、

先導的・主導的な役割を果たせるように取り組んでいける体制ができたのではないかと

考えております。 

 ３ページ以降、幾つかの議題につきまして簡単にご報告させていただきたいと思いま

す。 

 ２点目は、２.５ＧＨｚ帯につきまして、衛星通信と地上の移動通信のどちらを優先す

るのかというテーマでございます。２.５ＧＨｚ帯におきまして、地上の移動通信に使お

うという流れが世界的に強くなってきておりまして、衛星の出力を厳しく制限しようと

いうような流れがございました。一般ルールはそういう形で決着したわけでございます

が、我が国の場合、このバンドの左端と右端でＮ－ＳＴＡＲというものを運用いたして

おりまして、Ｎ－ＳＴＡＲが行っておりますサービスが非常災害時の移動通信に使用さ

れているということで、そういったサービスの特質性に鑑みて、衛星の出力制限を免除

するという形での決着がなされたところでございます。 

 ３点目は、地球探査衛星の関係で、地上の電波を出力制限しようという、（２）とよく

似たような話がございました。具体的なターゲットになりましたのは、１.４ＧＨｚ帯と

１０.６ＧＨｚ帯でございまして、この帯域につきましては、１.４ＧＨｚを我が国は携
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帯電話に使用しております。また、１０.６ＧＨｚを放送中継用の無線局に使用している

ということで、厳しい数値で強制されますと、現在使われている既存の業務に影響が生

じるということで、最終的には推奨値という形で、強制力を持たせないような形での決

着となっております。 

 それから４点目、航空管制用の周波数の確保でございます。これは我が国から飛行機

が飛び立ち、向こうから飛来するということで、グローバルな管制用の周波数を確保し

ようというものでございます。我が国が提案いたしておりましたＶＨＦ帯と５０９１－

５１５０ＭＨｚ帯を世界共通バンドとすることが決まっております。 

 なお、５０００から５０３０ＭＨｚ帯についても同様に世界共通バンドにしようとい

う動きがあったわけでございますけれども、この周波数帯につきましては、我が国にお

いて、将来、準天頂で使う可能性があるということで対処いたしまして、対象からはず

れるというようなことになっております。 

 それから５番目、短波ラジオの周波数確保の是非ということでございますが、短波帯

の周波数分配を見直しまして、ラジオ用に追加してはどうかという提案がございました

けれども、これは追加分配しないということが決定されております。 

 次回の無線通信会議でございますが、４年後、２０１１年に開催されることが決定さ

れておりまして、議題もこの場で決まっております。主な議題をご紹介いたしますと、

１点目が、通信と放送の融合や移動と固定の枠を越えた新技術に対して、いかに無線通

信規則を対応させていくかといった、我が国で今議論されております通信・放送融合法

制にかかわるようなテーマも取り上げられる予定でございます。２点目が電子タグの特

定小電力設備、コグニティブ無線の導入普及のための国際的な規則の検討です。それか

ら今回、ＩＭＴ用として特定されましたＵＨＦ帯について、ＩＭＴとテレビ放送との共

用条件の検討を行っていくといったようなことが主な議題でございます。 

 なお、我が国が提案いたしておりましたＪＡＸＡ、国土交通省、国立天文台にかかわ

る周波数の議題につきましては、すべて２０１１年の議題としてエントリーされたとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○土居分科会長  はい、どうもありがとうございました。ただいまのご報告に対しまし

て、何かご質問あるいはご意見等ございましたら、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。 
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 どうもありがとうございました。 

 

閉  会 

 

○土居分科会長  以上で本日の議題はすべて終了いたしましたが、委員の皆様方から何

か全体にわたりますことでご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

どうぞ。 

○関根委員  前回の委員会でも、ＳＧの再編に当たって、副議長席の４つのポストを何

とか確保してくださいとお願いしていたのが、今回、橋本さんが議長となられて、副議

長が２つ残るということで、本当に喜ばしいことだと思います。 

 各国においては、標準が国際競争力の源泉であるということで、様々な動きがあると

聞いております。例えばイギリス等においては、国際標準とは国際競争力のために獲得

するものであり、力の源泉であるというような教育が国家を挙げて産業界で行われてい

ると聞いておりますし、大学教育の中においても、国際標準を重要視するという動きが

あると伺っております。 

 日本は、ありがたいことにと言うべきか、国内にそこそこ市場があるために、どうし

ても国内での戦いばかりに集中する傾向があるようです。ただインドや中国、韓国の流

れを見ている限り、そういった時代はとうに終わっていると感じます。今回のご報告を

伺っても、そのような気がいたします。 

 ですから、これからはもうコップの中の嵐をしている時代ではなくて、産業界におい

ても大学においても、国際標準化をとっていくということが日本の国際競争力の源泉で

あるというような、国家的なコンセンサスを得ていく時代に入るのではないかという気

がいたします。ぜひ今後とも、総務省は、経済産業省の標準化チームとともに、国内に

対して今回の件も含めて標準化の重要性をＰＲしていただきたいと思います。 

○松本技術総括審議官  委員のご発言、先ほどのご発言にもございましたように、国際

競争力の中で、標準化というのがこれからはたいへん重要だというのは言うまでもない

というのは、私どもも十分認識しております。 

 今、情報通信審議会におきまして、標準化戦略ということでご審議をしていただいて

おります。その中で、政府としてどういう形で民間の標準化活動を支援できるのかとい

うことについて、ご議論をいただいているかと思います。 
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 先ほどお話がございましたように、韓国はいろんな形で政府を挙げて取り組んでいる

というのは私ども承知しておりますが、特にその政府機関でありますＥＴＲＩとか電波

研究所のようなところから、本業とは関係なく、標準化を専門にして活動している方が

かなりいらっしゃって、ジュネーブに駐在しているとか、そういう形で仕事をしている

という方が何人もおられるので、私どもの関係しているＮＩＣＴにおきましても、従来、

そういうことはあまり関心がなかった世界ではございますが、ぜひそういう枠組みを考

えていかなければならないのではないかということで、何がしかの新しい仕組みをつく

りたいと思っているところです。 

○関根委員  ぜひお願いします。 

○土居分科会長  ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。 

  他には何かご意見等ございますでしょうか。はい。 

○青木委員  今のご意見に関してなんですけれども、今もやっていると思うのですけれ

ど、ＩＴＵセミナーをもう少し組織的に活性化させていったらいいのではないかと思い

ます。 

○土居分科会長  どうもありがとうございます。他には何かございますか。よろしいで

しょうか。 

 事務局からは何かございますでしょうか。 

 それでは、本日の会議をこれで終了させていただきたいと思います。 

  次回の日程につきましては、別途確定になり次第事務局からご連絡差し上げますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  本日はどうもありがとうございました。 
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